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 委託契約では、次の事項について定めるほか、兵庫県財務規則等に基づき契約を行うもの

とする。 

 

 

 

(1) 委託事業の予定期間及び終了予定期日 

 

(2) 予定される事業費 

 

(3) 事業が終了した場合は、前記(1)及び(2)の事項を内容に含む実績報告を作成し、委託者

に提出しなければならないこと 

 

(4) 委託事業の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと 

  ただし、委託者の承認を得た場合は、この限りではない 

 

(5) 受託者は、事業実施に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）の賠償責任

を負うものであること 

 

(6) 適正な労働条件の確保について遵守すべきこと 

 

(7) 情報セキュリティ対策のために、「兵庫県情報セキュリティ対策指針」及びその実施手

順を遵守すること。 

 

(8) 秘密保持及び個人情報の取り扱いについて遵守すべきこと 

 

(9) 履行保証保険契約の締結に関すること 


